神奈川県手話推進計画の改定骨子イメージ資料２

１　改定の概要
(1) 　改定の趣旨
これまでの県の取組状況や令和７年６月に制定された「手話に関する施策の推進に関する法律（手話施策推進法）」を踏まえ、より一層手話の普及等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「神奈川県手話推進計画」を改定する。
(2) 　計画の位置付け
神奈川県手話言語条例第８条第１項に基づき、手話の普及等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定する。
(3)   計画期間
令和９年度から令和13年度までの５年間とする。
(4)   対象区域
県内全市町村とする。
(5)   計画の考え方とポイント　
　　　 ろう者とろう者以外の者が、相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会の実現に向けて、手話の普及等に関する基本的な方向性を定め、個々の施策を体系付け、次の事項をポイントに検討を行う。
ア　手話の普及
　　　　・手話文化の保存、継承及び発展に関する施策の推進を追加
　　　　・手話の日を施策内容に追加
　　イ　手話に関する教育及び学習の振興
　　　　・ろう児及び保護者等に対する乳幼児期からの手話習得について中柱として整理
・児童、生徒等が手話を学習する機会の提供を施策として整理
　　ウ　手話を使いやすい環境の整備
　　　　・災害時の手話での情報アクセスに関する施策内容の検討
・大学等における配慮や高齢者等に関する施策内容の検討
　　エ　市町村との連携及び協力（大柱として追加）
　　　　・市町村と連携した手話の普及等に関する施策の推進を追加（中柱として追加）
・情報の提供、助言その他の必要な支援を追加（中柱として追加）

２　改定骨子案
(1)　第１章　計画の概要
ア　計画の趣旨と基本方針
(ア)　計画改定の趣旨
(イ)　計画の位置付け
(ウ)　計画の目指すもの
(エ)　計画の期間
イ  本県における手話に係る状況
　　  (ア)　本県における手話を取り巻く現状（聴覚障がい者数、コミュニケーション手段、聴覚障害者情報提供施設の事業内容等）
　　  (イ)　手話施策推進法制定内容の説明（法律の内容、県の責務等）
(2)　第２章　施策の展開
大柱１　手話の普及
（中柱１）手話への理解促進
（中柱２）手話の普及推進
大柱２　手話に関する教育及び学習の振興
（中柱１）乳幼児期からの手話を習得する機会等の充実
（中柱２）学校・地域で手話を学ぶ機会等の充実
（中柱３）手話を学習するしくみづくり
大柱３　手話を使用しやすい環境の整備
（中柱１）手話が使用される機会の充実
（中柱２）手話通訳の充実等
大柱４　市町村との連携及び協力
（中柱１）手話の普及等に関する施策の推進
（中柱２）情報の提供、助言その他の必要な支援
(3)　第３章　計画の推進体制
ア　推進体制
　　イ　進行管理
ウ　資料（用語の説明、手話施策推進法、手話言語条例等の参考となる内容を記載）
　
2

